
2009 年度運輸安全マネジメントの取組みについて 

 

 

 

 

１ 輸送の安全に関する基本的な方針 

当社は、法令に基づいた「運輸安全マネジメント」を確実に実施し、全社員が一体となって

常に輸送の安全の確保と安全性の向上に努めます。 

当社経営幹部は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、全社員に対

し、輸送の安全の確保が最も重要であるとの意識を徹底させるとともに、輸送の安全の確保に

主導的な役割を果たします。 

   注：「運輸安全マネジメント」とは 

   事業の運営において、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を経営の責任者から全従業員

に浸透させ、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を定め、これを継続

的に実施することにより、事業全体の輸送の安全の確保及びその安全性の向上を図る仕組みをいいま

す。 

 

 

２ 自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計(2008 年度) 

（事故類型別の事故件数） 

該 当 項 目 100 万㌔当り件数（総件数） 

火     災 0.02 件(1 件)※1 

死     傷 0.02 件(1 件)※2 

車     内 0.02 件(1 件) 

車 両 故 障 1.2 件 (54 件)※3 

    ※1 3 月 16 日、東名高速道路上り線牧之原サービスエリア手前において、車両から発

煙しているのを乗務員が認め、同サービスエリアに緊急停止させ、お客さま 77 名

を車外に誘導した後に、車両が炎上した事故。 

     ※2 9 月 3 日未明、いわき市のバスターミナル構内における死亡事故。 

     ※3 代替車又は後続便で輸送を継続。 

       当社は 2008 年度において、輸送の安全確保命令、事業改善命令、行政処分等は受

けておりません。 

 

３ 輸送の安全に関する 2009 年度目標 

  (1)法令遵守を徹底し、悪質な法令違反を発生させない 

  (2)重大な運転事故（責任事故）を発生させない 

  (3)上記以外の軽微な事故についても着実に減少させる 

   以上の目標に向かって、全社を挙げて取組み、お客様、社会に対して「安全・安心」を提

供することに努めます。 

 

 

 

 



４ 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置 

当社は「安全・サービスで日本一のバス会社を目指す」ことを目標に掲げ、安全性向上のた

め以下の取り組みを実施しました。 

○2008 年度に講じた措置 

（1）高速車 174 台に画像を用いて事故等を解析できる装置（ドライブレコーダー）を装備し、

危険遭遇事象及び事故原因の分析・究明を行い、有効な事故防止対策を策定しました。 

（2）次世代安全支援システム（車間・車線保持、運転意識低下防止）装着車の導入を継続し

て実施し、38 台に導入しました。 

（3）従来からのヒヤリハットを更に深度化し、自分自身の取扱に起因する危険遭遇事象も積

極的に報告することのできる環境を整え、共有化することにより「事故の芽」を把握し事

故防止対策に生かしました。 

（4）研修及び訓練を通じて、安全運転意識と運転操縦技術の向上を図りました。 

（5）車両故障について原因を正確に把握し、効果的な故障防止策を実行しました。 

（6）9 月 3 日に発生した事故に鑑み、バスターミナルや車庫等の全社緊急安全総点検を実施

し、要注意箇所には照明設備を設置するなど安全性向上に努めました。 

 

○2009 年度に輸送の安全のために講じる措置（計画） 

    2008年度の実施項目を引き続き着実に実行するほか、2009年度は以下の項目を新たに実行し

ます。 

(1)ドライブレコーダーの導入を、全高速線車両に拡大します。 

(2)一般線車両については、より精度の高い運行記録計を導入し、乗務員への指導に活用しま

す。 

(3)次世代安全支援システム（車間・車線保持、運転意識低下防止）装着車の導入を拡大しま

す。 

(4)車両故障を防止するため、車両部品交換基準を確立し、また、大規模な車両修繕工事を計

画的に実施することにより予防保全に努めます。 

(5)乗務員の車両応急処置能力の向上を図り、車両故障発生時のお客様へのご迷惑を最小限に

止めます。 

 (6)車両火災の防止のため、点検項目をより明確化するとともに、延焼を防止する方策の有効

性の検討を行います。また車両火災時対応マニュアルの策定など、乗客の安全確保策をよ

り徹底します。 

 

 

５ 輸送の安全に関する情報の伝達体制その他の組織体制 

(1)当社における輸送の安全に関する情報の伝達体制の概略図は別紙のとおりです。 

（別紙 1参照） 

 (2)事故・災害等に対する異常時対策本部組織図は別紙のとおりです。（別紙 2参照） 

 

６ 輸送の安全に関する教育・研修の実施状況及び計画 

  (1)本社経営幹部と現場第一線社員との意見交換 

      乗務員研修時や安全総点検時のほか、支店の安全推進会議・飲酒運転防止特別会議

などに随時本社経営幹部が赴き、現場第一線社員及び支店長等との意見交換を実施し

ています。 

  (2)運行管理者・整備管理者及びその補助者への教育 

      関係規程の遵守・点呼執行業務の重要性を中心に、全ての運行管理者・整備管理者



に対し研修を行い、法令遵守の徹底を教育しています。また、その補助者についても

同様の教育を行っています。 

 

 

(3)乗務員への教育 

       ・全乗務員に対し国土交通省告示に基づく安全運転意識の徹底の教育を実施していま

す。 

・部外施設を利用した専門研修、冬期のスリップ事故防止を目的とした雪上訓練を実

施し、安全運転技術の向上に努めています。また、燃費削減及び環境保護の観点か

ら、部外施設を活用したエコドライブ研修を実施しています。 

  (4)グループ会社との意見交換 

      当社のグループ会社であるジェイアールバステック株式会社と合同で安全推進委

員会を開催し、相互に安全意識の共有・向上に努めています。 

 

７ 輸送の安全に関する内部監査結果 

当社は安全管理規程に基づき、夏期（7/18～8/18）及び年末年始（12/10～1/10）の安全

総点検期間中に、全支店を対象に、安全統括管理者をはじめとする本社幹部社員による安

全監査を実施しました。特に道路運送法等、法令を遵守した業務を行っているか、また運

輸安全マネジメントを確実に実行しているか、について重点的に監査を実施し、適確な業

務執行を確認しています。 

 

８ 安全管理規程 

「安全管理規程」は別紙のとおりです。（別紙 3参照） 

 

９ 安全統括管理者 

氏名  宮坂 芳男 

  役職   常務取締役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

輸送の安全に関する情報の伝達体制 
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別紙２ 

 

異常時対策本部組織図 
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別紙３ 

ジェイアールバス関東株式会社安全管理規程 

 

目 次 

第１章 総 則（第１条－第３条） 

第２章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等（第４条－第７条） 

第３章 輸送の安全を確保するための事業の管理の体制（第８条－第 11 条） 

第４章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法（第 12 条－第 22

条） 

附 則 

 

第１章 総 則 

  （目的） 

第１条 この規程は、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号。以下「法」という。）第 22

条の２第２項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定めると

ともに、運輸安全マネジメントを確実に実施し、もって輸送の安全性の向上を図ること

を目的とする。 

  （適用範囲） 

第２条 この規程は、ジェイアールバス関東株式会社（以下「会社」という。）の一般旅

客自動車運送事業（以下「事業」という。）に係る事業活動に適用する。 

  （用語の意義） 

第３条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   (1)  「運輸安全マネジメント」とは、事業の運営において、輸送の安全の確保が最も

重要であるという意識を経営の責任者から全従業員に浸透させ、輸送の安全に関す

る計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を定め、これを継続的に実施する

ことにより、事業全体の輸送の安全の確保及びその安全性の向上を図る仕組みをい

う。 

  (2)  「運行管理者」とは、法第 23 条の規定により選任した運行管理者をいう。 

   (3)  「整備管理者」とは、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 50 条の規定

により選任した整備管理者をいう。 

   (4)  「支店」とは、ジェイアールバス関東株式会社組織規程（平成 16 年９月社達第 10

号）第 21 条に規定する支店及び同第 24 条に規定する営業所をいう。 

   (5)  「支店長」とは、支店又は営業所の長をいう。 

 

第２章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等 



  （輸送の安全に関する基本的な方針） 

第４条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に対

し、事業において輸送の安全の確保が最も重要であるとの意識を徹底させるとともに、

社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすものとする。 

２ 会社は、運輸安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一体となって常に輸送の安

全の確保と安全性の向上に努めるものとする。 

３ 会社は輸送の安全に関する情報については、積極的にこれを公表するものとする。 

 （輸送の安全に関する重点施策） 

第５条 会社は、前条に規定する輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、次の各号に

掲げる事項を重点施策として実施する。 

   (1)  輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令、関係規程等

及びこの規程に定められた事項を遵守すること 

   (2)  輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること 

(3) 輸送の安全に関する内部監査を実施し、必要な是正措置又は予防措置を講じるこ   

と 

  (4)  輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、

共有すること 

   (5)  輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に   

実施すること 

２ 会社は、グループ子会社並びに会社と相互に密接に関連する他の事業者と緊密に連携、

協力を図り、一体となって輸送の安全性の向上に努めるものとする。 

  （輸送の安全に関する目標） 

第６条 会社は、第４条に規定する輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、毎事業年

度ごとに輸送の安全に関する具体的な目標を設定するものとする。 

２ 前項に規定する目標は、会社全体の目標に加え、必要に応じて支店ごとに設定するも

のとする。 

  （輸送の安全に関する計画） 

第７条 会社は、前条に規定する目標を達成するため、第５条に規定する重点施策に応じ

て、輸送の安全を確保するために必要な計画を策定するものとする。 

  

第３章 輸送の安全を確保するための事業の管理の体制 

  （社長及び他の役員の責務） 

第８条 輸送の安全に関する重要な事項は、社長が決定する。社長は、輸送の安全の確保

に関する最終的な責任を負う。 

２ 社長及び他の役員は、輸送の安全の確保のための予算の確保、体制の構築等必要な措



置を講ずるとともに、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切か

否かを常に確認し、必要な改善を行うものとする。 

３ 社長及び他の役員は、輸送の安全の確保に関し、次条に規定する安全統括管理者の意

見を尊重するものとする。 

  （社内組織） 

第９条 社長は、次の各号に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制

を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行うものとする。 

   (1)  安全統括管理者 

   (2)  運行管理者 

   (3)  整備管理者 

   (4)  その他必要と認めた責任者 

２ 支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し支店内を統括し指揮

命令を行う。 

３ 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統は、別表のとおりとする。 

  （安全統括管理者の選任及び解任） 

第 10 条  社長は、役員のうち旅客自動車運送事業運輸規則（昭和 31 年８月運輸省令第 44

号）第 47 条の５に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。 

２ 社長は、安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該

安全統括管理者を解任する。  

  (1)  国土交通大臣の解任命令が出されたとき 

   (2)  身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難とな   

ったとき 

   (3)  関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安   

全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすお

それがあると認められるとき 

３ 安全統括管理者に病気等事故あるときは、社長が指名した他の役員がその職務を代行

する。 

  （安全統括管理者の責務） 

第 11 条  安全統括管理者は、次の各号に掲げる責務を負う。 

  (1) 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意   

識を徹底すること 

   (2)  輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること 

   (3)  輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること 

   (4)  輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること 

   (5)  輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて随時、内部監査



を行い、社長及び他の役員に報告すること 

   (6)  社長及び他の役員に対し、輸送の安全の確保に関し必要な改善に関する意見を述

べる   等、事故防止その他の安全対策について必要な改善の措置を講じること 

   (7)  運行管理及び整備管理が適正に行われるよう、支店長、運行管理者並びに整備管

理者を統括管理すること 

   (8)  輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育及び研修を行うこと 

   (9)  その他輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと 

 

 第４章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

  （輸送の安全に関する重点施策の実施） 

第 12 条  会社は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を

達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実

施する。 

  （安全綱領） 

第 13 条  輸送の安全の確保のため、役員並びに社員が服ようすべき規範は、次の安全綱領

による。 

  (1)  安全は輸送業務の最大の使命である。 

  (2)  安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練によって築きあ

げられる。 

  (3)  確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。 

  (4)  安全の確保のためには、職責をこえて一致協力しなければならない。 

  (5)  疑わしいときは、最も安全と認められるみちを採らなければならない。 

  （輸送の安全に関する情報の共有及び伝達） 

第 14 条  会社は、輸送の安全に関する情報の共有及び伝達に関し、社長及び他の役員、関

係部長、支店長、運行管理者、整備管理者、乗務員等それぞれの間において双方向の意

思疎通を十分行うことにより、情報が適時、適切に社内において伝達され、共有される

ように努めるものとする。 

２ 会社は、社員が、会社の事業活動において安全性を損なうような事象を発見した場合

にこれを看過、隠蔽せず直ちに関係者に伝える体制を整備するとともに、当該事象に対

し適切な対処策を講じることができるようにするものとする。  

  （事故、災害等に関する報告連絡体制） 

第 15 条  会社における事故、災害等が発生した場合の報告連絡体制については、危機管理

本部規程（平成 18 年４月社達第１号）第８条に定めるところによる。この場合、安全統

括管理者は、危機管理責任者（危機管理本部規程第６条に規定する「危機管理責任者」

をいう。以下同じ。）の上位に位置するものとする。 



２ 会社は、事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、危機管理責任者及び社長及

び他の役員並びに社内の必要な部所に速やかに伝達されるようにしておくものとする。 

３ 安全統括管理者及び危機管理責任者は、社内において第１項に規定する報告連絡体制

の周知を図るとともに、同体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円

滑に進むよう必要な指示等を行うものとする。 

  （輸送の安全に関する教育及び研修） 

第 16 条  会社は、第６条に規定する輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる

人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを着実に実施する

ものとする。 

  （輸送の安全に関する内部監査） 

第 17 条  安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指定する者を実施責任者として、

安全マネジメントの実施状況等を点検するため、１年に１回以上、適切な時期を定めて

輸送の安全に関する内部監査を実施するものとする。また、重大な事故、災害等が発生

した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認める場合

には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施するものとする。 

２ 安全統括管理者は、前項に規定する内部監査を実施したときはその結果を、内部監査

において改善すべき事項が認められたときはその内容を、速やかに社長及び他の役員に

報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じて当面

の緊急是正措置又は予防措置を講じるものとする。 

 （輸送の安全に関する業務の改善） 

第 18 条  会社は、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条に規定する内部

監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必

要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是

正措置又は予防措置を講じるものとする。 

２ 会社は、悪質な法令違反等により重大事故を惹起した場合には、直ちに、安全対策全

般又は必要な事項において、現在よりも高度な輸送の安全の確保のための措置を講じる

ものとする。 

  （情報の公開） 

第 19 条  会社は、次の各号に掲げる輸送の安全に関する情報について、毎事業年度の経過

後 100 日以内に、会社のホームページ上又はその他の適切な方法によりこれを公表する

ものとする。 

  (1)  輸送の安全に関する基本的な方針 

   (2)  輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 

   (3)  自動車事故報告規則（昭和 26 年 12 月運輸省令第 104 号）第２条に規定する事故

に関する統計（総件数及び事故類型別の事故件数） 



   (4)  輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置 

   (5)  輸送の安全に関する情報の伝達体制その他の組織体制 

   (6)  輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 

   (7)  輸送の安全に関する内部監査結果並びに当該結果に基づき講じた措置及び講じよ   

うとする措置 

   (8)  安全管理規程 

   (9)  安全統括管理者 

２ 会社は、法第 27 条第２項、同第 31 条又は第 40 条の規定による処分（輸送の安全に係

るものに限る。）を受けたときは当該処分の内容を、また、当該処分に基づき輸送の安

全の確保のために講じた及び講じようとする措置等の改善状況について国土交通省に報

告したときはその内容を、遅滞なく、会社のホームページ上又はその他の適切な方法に

よりこれを公表するものとする。   

  （輸送の安全に関する記録の管理等） 

第 20 条  会社は、輸送の安全に関する基本的な方針の策定等にあたっての会議の議事録、

事故、災害等の報告、内部監査の結果、安全統括管理者の指示その他輸送の安全に関す

る情報を文書として適切に記録、作成し、必要に応じて関係者に示達する。 

２ 会社は、前項に掲げる情報その他輸送の安全に関する文書の保存期間、保存、廃棄等

の取扱いを適正に管理するものとする。   

  （輸送の安全に関する他の規程の適用） 

第 21 条 輸送の安全の確保については、この規程の定めによるほか、次の各号に掲げる規

程その他輸送の安全に関する規程等の定めるところによるものとする。 

   (1)  社員の、企業倫理に基づく行動、法令の遵守と良識ある企業活動に関する規範は、

ジェイアールバス関東株式会社行動規範（平成 16 年４月社達第 13 号）の定めると

ころによる。 

   (2)  自動車の運転業務に従事する者が常に服よう
．．
すべき運転の安全に関する規範は、     

運転安全規範（昭和 63 年４月社達第６号）の定めるところによる。 

   (3) 自動車の正確かつ安全な運行管理の実施、運行管理者の選任及びその職務権限等      

については、自動車運行管理規程（昭和 63 年４月社達第７号）の定めるところによ

る。 

  (4) 車両安全の確保、整備管理者の選任及びその職務権限等については、整備管理規

程（平成 14 年 10 月社達第９号）の定めるところによる。 

   (5) 自動車乗務員の執務、運転操作及び運転保安上の措置に関する業務については、

自動車運転取扱規程（昭和 63 年４月社達第８号）の定めるところによる。 

   (6) 社員の酒酔い運転及び酒気帯び運転の防止については、飲酒運転防止規程（平成

15 年 11 月社達第 11 号）の定めるところによる。 



   (7)  事故（運転事故、異例な運転阻害及び傷害事故）の発生原因の分析・究明、効果

的な対策の策定・審議については、安全推進委員会等設置規程（平成 15 年 10 月社

達第 9号）の定めるところによる。 

  (8) 自動車事故の分類及び報告の取扱方等については、自動車運転事故報告規程（昭

和 63 年４月社達第 11 号）の定めるところによる。 

  （その他） 

第 22 条 この規程は、業務の実態に応じて適時、適切に見直すものとする。 

   

 

   附 則 

   この達は、平成 18 年 10 月 1 日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第９条） 

 

            輸送の安全の確保に関する業務体制の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

                  （

社 長
 

経

営

企

画

部

長 

 

総

務

部

長 

 

財

務

部

長 

 

運

行

管

理

者 

 

整

備

管

理

者 

 

支

店

長 

取 締 役 会
 

安全担当取締役から選任） 

 

事

業

部

長 

 

営

業

部

長 

 

安

全

整

備

部

長 

 

高
速
バ
ス
運
行
本
部
長 

安 全 統 括 管 理 者 


